
令和３年度版

神戸市立井吹の丘小学校保護者会

保護者会活動のご案内
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１．はじめに
神戸市立井吹の丘小学校保護者会（以下「保護者会」という）は、保護者同士が協

力しあって、子どもたちのために様々な活動を行う任意の団体です。保護者会活動は、
一部の保護者だけで進めていくものではありません。一人でも多くの保護者が参加し、
お互い協力しあうことでより意義のあるものになります。保護者の皆様に保護者会の
目的に賛同いただき、積極的にご参加いただければ幸いです。

２．目的
保護者会活動は、｢子どもたちの安全を守ること｣、｢家庭、学校、地域をつなぐこ

と｣を主な目的にしています。

３．活動内容 ※令和 3年度の行事・イベント開催については未定です。
１）一般会員

・朝の見守り活動 など
２）保護者委員 ※任期は 1年で、会則に従って委員選出を行っております。
＜運営部＞
・保護者会全体の取りまとめ
・運動会や音楽会のお手伝い
・井吹台中学校他、地域行事への参加
・音楽会のDVD販売 など

＜安全部＞
・朝の立ち番の振り分け作業
・ラジオ体操の見守り
・井吹東小学校、井吹西小学校、井吹台中学校との 4校合同パトロール など

＜学校開放部＞ ※令和 3年度より学校開放部とスポーツ活動部が合併します

・夏休みのプール開放に関わる業務の取りまとめと当日の見守り
※プール開放は地域主催の事業です。

・親睦バレーのオリエンテーション
・児童が参加するスポーツ大会の案内や参加者の取りまとめ など
※大会に向けての練習や、大会当日の引率は参加児童の保護者に行っていただいています。

＜自主活動部＞
・給食試食会
・図書室の本の補修
・ベルマークの集計
・学校行事前の掃除 など
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〈保護者会活動に関するよくある質問〉
Ｑ１：保護者会活動（一般会員）はどのようなことをするのですか？
Ａ１：会員の方には、主に朝の見守り活動（立ち番）に参加いただいています。また、保

護者委員会の各部でお手伝いが必要な場合は、ボランティアを募集してご都合のつ
く方に活動していただく予定です。

Ｑ２：保護者委員は大変ですか？
Ａ２：会員の方々、それぞれにご事情があり、全ての不安要素を取り除くことはできませ

んが、年度ごとに活動内容を見直し、規模を縮小したり、在宅で作業できる環境を
整えたり、委員同士で分担、協力して活動できるよう体制を整えてまいります。
また、令和 3年度 6月より朝の立ち番は免除となります。

Ｑ３：保護者会活動は必要ですか？
Ａ３：年々、子どもたちを取り巻く環境は大きく変わっています。地域では子どもへの声

かけ事案も増えています。保護者会活動に参加することにより、保護者同士の繋が
りや地域との関わりを持つことで、子どもたちにとって安全な環境を作る一役を担
えます。また、学校生活等に関して会員から上がった声を保護者会として検討し、
改善していくことも可能です。
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４．会費
会費の額は、前年度の保護者委員会で決定します。次年度初めに学校徴収金と一

緒に 1年分を一括でお納めいただきます。（会費は児童単位で徴収しております）

参考：令和２年度（年間） 1600 円
令和 3年度（年間） 1000 円の予定

※退会する場合には、既納の会費は返還いたしません。
※年度途中で入会する場合には、入会届と一緒に年間の会費を現金にてお納めいた
だきます。

５．会費の使途
・「命の教室」の授業費用
・入学お祝いのノートなど
・卒業記念品やコサージュなど
・保護者会活動の保険費用
・保護者証（来校時に身に着けるオレンジ色のカード）
・朝の見守り活動用の横断旗
・朝の見守り活動ボランティアの方への謝礼
・周年積立
・保護者会発行の書類作成
・事務費用、その他
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６．入会・退会について
保護者会は任意団体になりますので入会・退会は自由です。

１）手続き
以下の書類を担任の先生を通して保護者会へ提出してください。

入会：『保護者会入会申込書・会費引落委託及び個人情報取扱同意書』
退会：『保護者会退会届』

２）提出方法
封筒は各ご家庭でご用意いただき、指定の『井吹の丘小学校保護者会 連絡封

筒 宛名』を貼り付け、必要書類を入れて提出してください。入会希望の場合は、
年会費を同封してください。

３）受理確認
書類下部にある、保護者会が受理した旨をお知らせする用紙を返却いたします。

年会費を納めた場合は、領収書も同封いたします。一定期間経っても返却されな
い場合は、保護者会までご連絡ください。

※書類等は学校ホームページにある保護者会ページより、それぞれダウンロードし
てください。なお、ご家庭で印刷できない方は保護者会までご連絡ください。

４）あいの丘メール
入会：受理確認用紙が届き次第、あいの丘メールの登録をお願いします。
退会：受理確認用紙が届き次第、あいの丘メールの退会をお願いします。

一定期間経っても退会されていない場合は保護者会にて退会処理いたします。
入学時の扱い：入学式後、クラス決定してから登録をお願いします。
卒業時の扱い：登録いただいた個人情報は卒業時に保護者委員会にて一括退会処理

いたします。
※あいの丘メールの登録・退会の方法は、学校ホームページにある保護者会ページ
に掲載しています。



5

〈入会・退会に関するよくある質問〉
Ｑ１：入会・退会はいつでもできますか？
Ａ１：いつでもできます。

ただし、円滑な事務運営のため、特別な事情を除いて以下の期間中の退会はお控え
いただきますようご協力の程お願いいたします。
・保護者委員選出期間（各年度により時期は異なります）
・次年度の保護者委員に選出された方々は、その任期満了日までの期間

Ｑ２：退会するとどうなりますか？
Ａ２：非会員となり、保護者会活動に参加できなくなります。

音楽会DVDは、非会員価格(会員価格より割増しになり、毎年変動します。）での
購入、保護者委員選出対象外となります。
また、あいの丘メールによる保護者会からのお知らせを受け取れなくなります。

Ｑ３：加入していないと、どのような影響がありますか？
Ａ３：保護者会活動の支援対象は会員と本校に通う全ての児童です。

非会員の保護者の方は、A2にある通り、保護者会活動に参加できません。
児童に関しては、会員の子どもか非会員の子どもかで区別されることはございま

せん。朝の見守り活動や「命の教室」の授業などは会員の子どもと同様に支援いた
します。また、新入生へのお祝いや、卒業祝い等も同じ小学校に入学し、卒業する
児童として区別することなく贈呈いたします。しかしながら、これらにかかる費用
はすべて、加入者が納めている会費でまかなわれます。非会員数の上昇が、会員の
負担増につながることをご理解ください。

７．お願い
保護者会は、本校に通う全ての児童のために活動しています。近年、共働きや介護

等の理由により、保護者会活動に参加することへの負担を感じる保護者の方々もおら
れることと思います。
保護者委員会としましても、毎年活動内容を見直し、できるだけ負担を減らす方向

で検討を進めています。
保護者会が存続することにより、井吹東小学校、井吹西小学校および井吹台中学校

との交流ができ、地域との関わりを持つことで、連帯感が生まれます。
会員数が減ると、子どもたちにとって必要な活動が行えなくなり、また、会費が上

昇する可能性があります。活動内容をご理解いただき、子どもたちが安心して学校生
活を送ることができる環境を維持するためにも、できるだけ多くの方々の参加をお願
いいたします。
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